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「スマートフォン安心安全強化戦略」（案）に関し、別紙のとおり意見を提出します。

別紙３の様式
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様式の別紙

（記載例）

頁 項目 該当部分 意見

P35

総論

【第三者検証につい

て】

「スマートフォン安心安全強化戦略」（案）において、関係

者が多く国際的な連携が必要なスマートフォンのアプリケー

ション事業に関して、幅広い視点で留意すべき点が取り纏めら

れたことは、各関係者の連携した対応を促進するものとして賛

同する。一方、利用者への安心安全な環境の実現を進めて行く

上で、過度に事業者負担が増大することで、利用環境の成長を

阻害する事がないように配慮を求める。

また、アプリケーション・プライバシーポリシーの説明方法

等に関して、具体的な記述が散見されるが、事業者が透明性確

保の観点から利用者の理解しやすさ等のため、多様な説明方法

が許容されることは当然のことと考えられる。よって行政機関

が説明方法を限定する等の民間の自主的な取組を阻害するよ

うな運用とならないように求める。

本案にて、第三者検証の考え方について、画一的・恣意的・

非国際的な単一の検証機関ではなく、急激な進化に対応でき、

業界の自浄作用を促す複数事業者による第三者検証の取り組

みを推進することとなったことに賛同する。
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一方、これらの第三者検証の信頼性を確保するために、一定

の基準が検討されていることは理解できるが、全ての主体が個

別にこの基準すべてに合致しなければならないこととなると、

結果的に単一の主体で事足りるということになりかねない。第

三者検証を行う者がそれぞれの目的や得意な手法を生かして

連携・協力できるようにしたり、アプリ提供者が自主的に選択

できるようにするなど、検証の技能向上や公平性の担保を可能

とする競争環境を阻害することがないように配慮を求める。

また、第三者検証を行っている者のリスト化や公表は、第三

者検証を普及させるために重要であると考えるが、リスト化や

公表する者の恣意性を排除し、公平な取扱いを担保できる方法

も検討する必要があると考える。

上記と同様、アプリや情報収集モジュールの DB 化、リスト

化、公表や危険情報の取扱いについても、国内のみならず海外

も含めて、法的な問題や不必要な混乱を消費者に与えないよう

にする必要がある。例えば、セキュリティホール対策のように、

公表する前に当事者に事前通知し改修を促す等、状況に応じた

対応を検討すべきと考える。

また、大量に制作されるアプリを個々に検証するといった、

大量のリソースと資金を必要とする過度な事業者負担が軽減

されるように、例えば、プライバシー保護体制が一定以上守ら
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P53 【普及啓発に関して】

れているような事業者については、簡易的な検証で済むなどの

方策への社会的な理解を促進していくことも重要ではないか。

国際間での共通性がない「SPI 準拠マーク」を安易に導入す

ることには賛成できない。これこそ、国際協調で検討すべきで

あると考える。

諸問題研の下にフォローアップのための WG や TF を維持

（設置）とあるが、業界の自主的取り組みを推進するために、

当事者たる業界団体や事業者の参加を促進すべきと考える。

関係者が多いだけでなく、新たなアプリ提供者が他業界や企

業以外の一般人からも参入してくるため、各業界団体の範囲内

の普及啓発活動では、全てに行き届かせることは困難である。

官民での連携やイノベーション推進の一環として、また国民の

ICT リテラシー向上の一環として、業界を越えた産官学による

対応を望む。

また、日本の取り組みを広く海外に理解していただき、各関

係団体や事業者間での国際連携できるようにするため、政府関

係者が出席する国際会議や取り組みに、業界団体等も参加でき

るように要望する。
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以上

＜記載要領＞

・「頁」欄には、該当部分の先頭ページを必ず御記入ください。 ・「項目」欄は、上記例示にならい、必ず御記入ください。

・「該当部分」欄は、御意見の対象となる記述を引用してください。 ・「意見」欄は、御意見の具体的内容を記述してください。


